
新型コロナウイルス感染拡大防止策の引き続きの徹底について 

（新潟県） 

 

新潟県では、令和３年３月１９日、新型コロナウイルス感染症に係る警報の継続を決定するとと

もに、首都圏における緊急事態宣言の解除、県内の感染状況を踏まえ、年度替わりの時期に向けて

これまでの呼びかけ内容を整理しました。 

事業所様におかれましても、感染拡大防止対策の引き続きの徹底にご協力をお願いいたします。 

 

 

○ 警報継続に伴うお願い 

○ この春、新潟県にお引越しの方へのお願い 

○ 歓送迎会に関するお願い 

 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/
https://file.jocci.jp/210304raietsusya_onegai.pdf
https://file.jocci.jp/210304kansougeikai_onegai.pdf

